
 

 

 労働者に始末書を作成してもらう際には，いつ，どこで，誰が，何をしたかとい

う事実経過を報告してもらうことが重要です。確かに，始末書には謝罪や反省して

もらう目的もありますが，「この度の一件について全て私の責任にあります。」とい

ったものだと，労働者が，いつ，どこで，何をしたのかが不明確になってしまい，

後々どのような事実があったかのかが争いになる可能性があります。 

 また，労働者の言い分が記載された始末書は，会社が弁明の機会を与えた証拠に

もなり，始末書提出の手続も適正なものであったと主張しやすくなります。たとえ

労働者の言い分が会社として納得のいかない内容だったとしても，労働者本人に突

き返したりしないことがポイントになります。仮に突き返す場合であってもどのよ

うな弁明をしていたのかが分かるよう書面をコピーするなどして後から検証でき

るようにするのがポイントです。 
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Ｑ535．始末書を提出してもらう際のポイントを教えてください。 


